
謝金は１時間単位

１回につき2時間上限 謝金を受け取る。

指導員と日程調整をし、活動内容につ

いても打ち合わせる。

日程が合えば、活

動内容等について

打ち合わせる。

申請書を受け取り内容

を確認

活動日前に生涯学習課へ申請書を

提出

活動を実施

実施報告書を受け取

り、活動状況を確認

活動終了後、実施報告書を作成し、生

涯学習課へ速やかに提出

指導員の連絡先と申請

手順を説明

生涯学習課へ指導員の連絡先を問い合

わせる。

【令和8年度：15名】

少年教育指導員派遣事務の手順

生涯学習課 子ども会（校区、合同） 指導員

派遣してほしい指導員を決める。（指

導員名簿は高松市HPに公開）

連絡や申請書等

の提出はメール

でOK！ 他の子ども会か

ら一人でも入っ

ていればOK！

申請書や報告書の

様式はHPにあり

ます。

予算の都合上、

先着順になります。

※食材費や材料費等については参加者が負担します。

※同じ年に複数回、実施することもできます。（要相談）

※同じ日でも時間がずれていれば、複数の指導員に来てもらうことができます。

≪お問合せ先≫

〒760-8571

高松市番町一丁目８番１５号 高松市教育委員会 生涯学習課 地域活動促進事業担当

TEL    ： 087-839-2633

MAIL ： syakyo01@city.takamatsu.lg.jp


